
 

 

 

平成 30年 6月 26日 

 

各      位 

 

 

  会 社 名 株式会社 アスモ 

  代表者名 代表取締役社長 長井 尊 

  （コード番号 2654 東証第二部） 

  問合せ先 経営企画室 

  重清 安雄 （TEL 03－6911－0550） 

 

親会社等の決算に関するお知らせ 

 
 
当社の親会社等(その他の関係会社)であります株式会社 Persons Bridgeの平成 30年 3月期決算が確定いたしまし 
たので、下記のとおりお知らせいたします。 

  
 

記 

 

１．親会社等(その他の関係会社)の名称等 

（１）親会社等の名称   株式会社 Persons Bridge 

（２）所在地       東京都新宿区西新宿二丁目 4番 1号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長井 博 

（４）資本金       60,000千円 

（５）事業の内容     老人ホームの紹介・入居に関する業務 

（６）当社との関係    

    ① 資本関係    親会社の議決権所有割合 58.48% （平成 30年 3月 31日現在） 

              なお、議決権所有割合は、自己株式 1,124,425株を控除して計算しております。 

    ② 人的関係    該当事項はありません。 

    ③ 取引関係    該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E W S  R E L E A S E 

株 式 会 社  ア ス モ 



２．当該親会社等の財務諸表 

 

（１）貸借対照表 

                                貸 借 対 照 表 

                                       平成 30年 3月 31日 現在 

                                           (単位:   千円) 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 274,259 流動負債 3,100 

          

          現金及び預金 250,576          買掛金 2,282 

        

          売掛金 3,394          未払費用 21 

        

          前払費用 125          未払法人税等 180 

        

        未収収益 6,705          未払消費税等 601 

        

          仮払金 959          預り金 15 

        

          貸倒引当金 -60     

        

       未収還付法人税等    12,558     

        

  
    

        

  
    

        

固定資産 181,402 負債の部 合計 3,100 

        

投資その他の資産 181,402 純資産の部 

    株主資本 452,561 

          関係会社株式 76,207     

       資本金 60,000 

          差入保証金 80     

       利益剰余金 392,561 

          長期貸付金 105,750     

         その他利益剰余金 392,561 

          貸倒引当金 -634     

         繰越利益剰余金 392,561 

  
    

        

  
     

  
    

  
      

    純資産の部 合計 452,561 

資産の部 合計 455,662 負債及び純資産合計 455,662 

 

 



（２）損益計算書 

 

損 益 計 算 書 

（平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで） 

                              (単位:   千円) 

科目 金額 

売上高 
  

  
 

  

  売上高 
 
  14,916   

  
 

  
 

  

  売上高合計   
 

14,916 

  
  

  
 

  

  売上総利益金額   
 

14,916 

  
  

  
 

  

販売費及び一般管理費   
 

  

  
  

  
 

  

  販売費及び一般管理費 
 

23,211 

  
  

  
 

  

営業利益金額 
  

  
 

-8,295 

  
  

  
 

  

営業外収益 
 
  

 
  

  受取利息 
 
  2,114   

  受取配当金   82,000   

  貸倒引当金戻入額   666   

  雑収入 
 
  259   

  営業外収益   
 

85,040 

  
  

  
 

  

営業外費用 
 
  

 
  

  貸倒引当金繰入額   634   

  営業外費用合計   
 

634 

  
  

  
 

  

経常利益金額 
  

  
 

76,110 

  

特別損失 

 

 

 

 

 

 

固定資産除却損 

 

子会社売却損 

 

特別損失合計 

 

 

 

  

         9 

 

       9,999 

 

          

  

 

 

 

           10,008  

税引前当期純利益金額 
 
  

 
66,101 

  
  

  
 

  

法人税、住民税及び事業税   
 

180 

  
  

  
 

  

当期純利益金額                 65,921 



 

３．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況  

 

（１）株式の所有者別状況 

 

① 普通株式 

                平成30年3月31日現在 

区分 

株式の状況 
単元未満 

 株式の状況 

（株） 

政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他 

の法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主(人) － － － － － － 1 1 － 

所有株式

数(単元) 
－ － － － － － 252 252 － 

所有株式

数の割合

(％） 

－ － － － － － 100.0 100.0 － 

 

 

② 種類株式 

        平成30年3月31日現在 

区分 

株式の状況 
単元未満 

 株式の状況 

（株） 

政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他 

の法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主(人) － － － 1 － － － 1 － 

所有株式

数(単元) 
－ － － 948 － － － 948 － 

所有株式

数の割合

(％） 

－ － － 100.0 － － － 100.0 － 

 

（２）大株主の状況  
 

  平成30年3月31日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式総数に 

対する所有株式数 

の割合（％） 

株式会社ベストライフ 東京都新宿区西新宿２－６－１ 948 79.0 

長井 博實 東京都杉並区 252 21.0 

計   1,200 100.0 

（注）株式会社ベストライフの所有株式数のうち、種類株式は948株であります。 

 

    

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い株主は、以下のとおりであります。 

   平成30年3月31日現在 

氏名又は名称 住所 所有議決権数（個） 

総株主の議決権に 

対する所有議決数 

の割合（％） 

長井 博實 東京都杉並区 252 100.0 

計  252 100.0 



（３）役員の状況 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（株） 

代表取締役 社長 － 長 井   博 昭和50年２月28日 

平成15年８月 

平成24年11月 

 

 

 

当社取締役就任 

当社代表取締役社長就任（現任） 

［他の法人等の代表状況］ 

株式会社ベストメディカルライフ 

代表取締役社長 

株式会社 Trust Growth 

代表取締役社長 

※２ － 

取締役 － 赤 澤   歩 昭和48年７月15日 平成15年８月 当社取締役就任（現任） ※２ － 

取締役 － 野 澤 優 治 昭和49年１月10日 
平成18年11月 

平成25年３月 

当社入社 

当社取締役就任（現任） 
※２ － 

監査役 － 久保田 直 一 昭和53年９月12日 
平成20年２月 

平成24年11月 

当社入社 

当社監査役就任（現任） 
※３ － 

計 － 

(注) 

 

 

※１. 取締役赤澤歩は、代表取締役長井博の実姉であります。 

※２. 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間 

※３. 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間 

 

 

 

 

以  上 


